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選
挙
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理
委
員
会

○
政
治
団
体
の
名
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等
の
届
出
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

○
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
公
表
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

○
不
在
者
投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
施
設
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

選
挙
管
理
委
員
会

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
八
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
、
第
七
条
及
び
第
十
九

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
次
の
と
お
り
あ
っ
た
。

平
成
十
四
年
十
一
月
八
日

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
　
員
　
長
　
　
石
　
　
澤
　
　
道
　
　
夫

山
梨
県
公
報
号
外

第
五
十
六
号
　
　
平
成
十
四
年
十
一
月
八
日

定
価（
消
費
税
別
）一
箇
年
　
一
六
、〇
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一

山
梨
県
公
報
平
成
十
四
年

十
一
月
八
日

号
外
第
五
十
六
号

金　曜　日

政
治
資
金
規
正
法
第
六
条
第
一
項
第
一
号
に
よ
る
届
出
　
政
治
団
体
設
立
届

そ
の
他
の
政
治
団
体

名
　
　
　
　
　
称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
　
た
　
る
　
事
　
務
　
所
　
の
　
所
　
在
　
地

設
立
年
月
日

届
出
年
月
日

ア
ク
テ
ィ
ブ
山
梨

佐
　
野
　
元
　
文

吉
　
岡
　
哲
　
也

中
巨
摩
郡
白
根
町
上
今
諏
訪
四
三
七

平
成
十
四
年

平
成
十
四
年

十
月
十
七
日

十
月
十
八
日

小
尾
な
お
ち
か
後
援
会

小
　
尾
　
直
　
知

小
　
尾
　
ま
り
子

北
巨
摩
郡
長
坂
町
中
丸
一
四
三
九

平
成
十
四
年

平
成
十
四
年

十
月
二
十
三
日

十
月
二
十
三
日

川
村
け
い
こ
後
援
会

川
　
村
　
恵
　
子

川
　
村
　
一
　
男

東
八
代
郡
一
宮
町
坪
井
一
一
七
六
の
五

平
成
十
四
年

平
成
十
四
年

十
月
二
十
三
日

十
月
二
十
三
日

矢
野
よ
し
の
り
後
援
会

矢
　
野
　
義
　
典

矢
　
野
　
み
ち
子

塩
山
市
藤
木
一
四
の
二
（
一
〜
四
〇
三
）

平
成
十
四
年

平
成
十
四
年

十
月
二
十
三
日

十
月
二
十
三
日

萩
原
あ
い
ひ
で
後
援
会

萩
　
原
　
愛
　
英

萩
　
原
　
喜
洋
子

南
巨
摩
郡
増
穂
町
青
柳
一
〇
六
四
│
二

平
成
十
四
年

平
成
十
四
年

十
月
二
十
三
日

十
月
二
十
三
日



山
梨
県
公
報
号
外

第
五
十
六
号
　
　
平
成
十
四
年
十
一
月
八
日

二

政
治
資
金
規
正
法
第
七
条
に
よ
る
届
出
　
届
出
事
項
の
異
動
届

区
　
分

名
　
　
　
　
称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
　
た
　
る
　
事
　
務
　
所
　
の
　
所
　
在
　
地

異
動
年
月
日

届
出
年
月
日

新

す
み
よ
い
会

小
　
澤
　
善
　
六

平
成
十
四
年

平
成
十
四
年

旧

跡
　
部
　
　
　
東

十
月
十
五
日

十
月
十
七
日

新

幹
友
会
　

雨
　
宮
　
初
　
男

野
　
澤
　
　
　
誠

平
成
十
四
年

平
成
十
四
年

旧

角
　
野
　
徳
　
治

野
呂
瀬
　
　
　
尚

十
月
十
六
日

十
月
二
十
五
日

第
十
九
条
第
二
項
の
届
出
　
資
金
管
理
団
体
指
定
届

氏
　
　
　
　
　
名

公
職
の
種
類

名
　
　
　
称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

代
表
者
氏
名

指
定
年
月
日

届
出
年
月
日

小
　
尾
　
直
　
知

長
坂
町
議
会
議
員

小
尾
な
お
ち
か
後
援
会

北
巨
摩
郡
長
坂
町
中
丸
一
四
三
九

小
　
尾
　
直
　
知

平
成
十
四
年

平
成
十
四
年

十
月
二
十
三
日

十
月
二
十
三
日

川
　
村
　
恵
　
子

一
宮
町
議
会
議
員

川
村
け
い
こ
後
援
会

東
八
代
郡
一
宮
町
坪
井
一
一
七
六
の
五

川
　
村
　
恵
　
子

平
成
十
四
年

平
成
十
四
年

十
月
二
十
三
日

十
月
二
十
三
日

矢
　
野
　
義
　
典

塩
山
市
議
会
議
員

矢
野
よ
し
の
り
後
援
会

塩
山
市
藤
木
一
四
の
二
（
一
〜
四
〇
三
）

矢
　
野
　
義
　
典

平
成
十
四
年

平
成
十
四
年

十
月
二
十
三
日

十
月
二
十
三
日

萩
　
原
　
愛
　
英

増
穂
町
議
会
議
員

萩
原
あ
い
ひ
で
後
援
会

南
巨
摩
郡
増
穂
町
青
柳
一
〇
六
四
│
二

小
　
尾
　
直
　
知

平
成
十
四
年

平
成
十
四
年

十
月
二
十
三
日

十
月
二
十
三
日

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
九
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
二
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
法
第

十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
収
支
に
関
す
る
報
告
書
の
要
旨
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
十
四
年
十
一
月
八
日

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
　
員
　
長
　
　
石
　
　
澤
　
　
道
　
　
夫

内
藤
孝
行
後
援
会

内
　
藤
　
孝
　
行

上
　
野
　
広
　
美

都
留
市
古
川
渡
七
八
四
番
地

平
成
十
四
年

平
成
十
四
年

十
月
二
十
五
日

十
月
二
十
九
日

政
治
資
金
規
制
法
第
1
2
条
第
１
項

平
成
1
3
年
１
月
１
日
か
ら
平
成
1
3
年
1
2
月
3
1
日
ま
で

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨

政
治
団
体
の
名
称
　
　
　
　
大
石
源
廣
後
援
会

報
告
年
月
日
　
　
　
　
　
　
　
平
成
14年

９
月
６
日

１
　
収
入
・
支
出
の
総
額

（
1）
収
入
総
額

０
円

ア
　
前
年
繰
越
額

０
円

イ
　
本
年
収
入
額

０
円

（
2）
支
出
総
額

０
円

（
3）
翌
年
へ
の
繰
越
額

０
円

政
治
団
体
の
名
称
　
　
　
　
田
富
町
の
流
れ
を
変
え
る
会



山
梨
県
公
報
号
外

第
五
十
六
号
　
　
平
成
十
四
年
十
一
月
八
日

三

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
号

公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
五
十
五
条
第
二
項
及
び
第
三
項
第
二

号
の
規
定
に
よ
り
、
不
在
者
投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
施
設
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

平
成
十
四
年
十
一
月
八
日

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
　
員
　
長
　
　
石
　
　
澤
　
　
道
　
　
夫

老
　
人
　
ホ
　
ー
　
ム
　
の
　
名
　
称
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
所
　
　
在
　
　
地

社
会
福
祉
法
人
富
士
厚
生
会
　
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
　
　
南
巨
摩
郡
富
沢
町
福
士
二
六
八
八

ネ
オ
ラ
イ
フ
と
み
ざ
わ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
番
地
三

報
告
年
月
日
　
　
　
　
　
　
　
平
成
14年

９
月
５
日

１
　
収
入
・
支
出
の
総
額

（
1）
収
入
総
額

８
４
,２
０
０
円

ア
　
前
年
繰
越
額

８
４
,２
０
０
円

イ
　
本
年
収
入
額

０
円

（
2）
支
出
総
額

０
円

（
3）
翌
年
へ
の
繰
越
額

８
４
,２
０
０
円



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
号
外

第
五
十
六
号
　
　
平
成
十
四
年
十
一
月
八
日

四


